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夢訪『地橘総諺藍』差別事件 副
の「地名総監の写真瞬き墨書講書おきき葛謡滋灘
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． うと勢ｒ）れ
　　　　　
川を記入し
て下さい．

　

一－－

　　　　　　　　

（部落解放同盟大阪府達提供）

（２）「地名総鑑」を発行した↑の証言

　

１９６５（昭和ご”）） 年頃から興信所をやった。 その中で、 結婚に関する身元調べのまず９９％

　　　　　　　　　　

肥鶏

までといってまちがいないが、
「血がまじると困る」「部落の人かどうか調べてくれ」 とい

うことであった。 Ｌか し、 次第に、 部落問題 が大きくとりあげられてくるにつれて 「ちょ

　　　　　　　　　　　

本人

っとちがうかどうか一、 そして最近では
Ｅ今やかましくいっている、 あの方の人ではないか

　　　　　　　

誓

どうか調べてほしい」 というＪ二ノ）に表現は変わってきているが、 あいかわらず依頼は多か

　　　　　　　

父墓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

・

　

●

　

・
つた。

　

今や興信所と企業は１００％ゆ着Ｌている。大手は５社、銀行などは７社ほどの興信所と年

間契約を結んでチケットを買っている。 そして企業の大半は、 今でも身元調べを行なって

いるし、 とくに管理職登用に際しては、 厳しい身元チェックをしている。 そして、 その依

頼事項の中には、 部落出身者でないかどうかを調べてくれ、 ということもはいっている。

資

（『解放新聞大阪版』１９７７年５月２５日）

（３）「地名総鑑通・購入したＡ信託銀行の動機

　

〈地名総鑑の購入動機及び経過について〉

当社は別々の時期に各１冊ずつ合計２冊の「地名総鑑」を本店人事部において購入しま
し．たｏ

第１冊目は、１９６９（昭和キー）全Ｆｉ１２月に、 かねてから身元調査を頼んでいたＫが持参し、
そのときＫに「役に立ちますよ」と言われた人事部のＹが、

「そういうこともあるかも知れ

ぬ－」と考えて、 現金支払をもって購入しました。
第２冊日は、１～ｒ／ｌ

　

ｑ昭和４６） 年．５～６月頃、 当時大阪地区において統一応募用紙の使用

が開始きれ、 大阪事務所のＨから 「高校生について住所のみで部落出身者かどうか判断で

きるものは何かないか」 と、 人事部Ｄに電話、 Ｄは
「あの本がＨの求めている本ではない

か」 と第１冊目を思い出し、 Ｋから新たに取り寄せて、 大阪事務所へ送付いたしました。
当社の重要な採用機関である人事部並びに大阪事務所に部落出身者排除の意識が存在し
ていたことは明らかであるといえます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（『司キ曙橋』２２５号）

（２）

夢’



◎

副就労にみる部落差別鳶その闘い

（１） 就職応募「社用紙」（１９７０年当時）
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②
２／差別事件とその闘い】／
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１ 結婚にみる部驚違例
（“ 宿毛網婚差別事件

　　　　　　　

ＱＪＩ君のＳさんにあてた選書

今モミジ谷に来ています。 新緑がまぶしいほどきれいです。 弱冠２０歳で、 この世とおさ

らばかと思うと、 残念でしかたありません。 ……あまりにも早く恋を知りすぎました。 苦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

あさら
しみでしかありません。 誰の責任でもない。 結局俺が弱かっただけです。 広い天国に晶 －

　　　　　　

人は可愛きいそうです。 やっぱり俺はあの子の父親なんです。 晶は俺が育てます。 晶の泣き

　　　　　　　

声が聞こえます。 父子手をつないで、差すを見守っていますよ。 頑張って下さい。
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◎ず過去帳又はこれに類する帳簿の取扱基準 震濠賢司
改正

　

（平成九年十二月二十日

　

総局告示第三十六号）
（平成二十年五月二十八日

　

総局告示第十九号）
（平成二十六年二月一日

　　

総局告示第六号）

　

（趣旨）
第一条

　

この基準は、 寺院規程 （昭和二十七年宗則第十五号） 第三十条第二項に定める

　　　

「過去帳又はこれに類する帳簿の取扱いについては、 同朋教団の本旨に反しない

　　

よう、 その取扱いについての基準を定めるものとする。」 の条項の趣旨に従い、 宗

　　

門に属するすべての寺院その他これに準ずる団体において備付けられている過去

　　

帳又はこれに類する帳簿の取扱いについての細則を定めるものとする。

　

（過去帳等）
第二条

　

過去帳又はこれに類する帳簿 （以下 「過去帳等」 という・。） は、所属する僧

　　　

侶、寺族、門徒その他の信者について故人の法名その他宗教上の記録を記載する

　　　

ものとする－。

　　

２

　

過去帳等の記載には、 同朋教団の本旨に反して差別を生み出すことがないよう

　　　

に、 十分な配慮をしなければならない。

（取扱責任者）
第三条

　

過去帳等の取扱責任者は、宗門に属する寺院その他これに準ずる団体の住職又

　　

は代表者とする。・

（過去帳の記載事項）
第四条

　

過去帳に記載すべき事項は、 次の各号に掲げるところに限る。

　

一

　

法名

　

二

　

俗名

　

三

　

死亡年月日

　

四

　

性別

　

五

　

年齢

　

六

　

施主（喪主） との続柄

　

七

　

施主 （喪主） の現住所

（過去帳等への記載禁止事項）
第五条

　

過去帳等には、人類普遍の原理である平等原則に基づき、 その門地、 本籍地、

　　

出生の別、 国籍、 死因等については、 一切これを記載してはならない。

　

（閲覧禁止）
第六条

　

第三条の規定による取扱責任者は、過去帳等を厳重に管理し、 その閲覧を許し

　　

てはならない。

　

（過去帳等の書き換え）
第七条

　

過去帳等の既記載事項のうちで、．基本的人権を侵害するとみなされる事項につ

　　

いては、 第四条の規定による必要事項のみを記載するよう全面的に書き換えを行

　　　

うものとする。 一部事項の抹消、 訂正などによって、 従前の記載事項を推測され

　　

るようなことをしてはならない。

　

（必要措置）
第八条

　

総局は、過去帳等の取扱いについて、必要がある場合には、社会部〈人権問題担

　　

当〉を通じて取扱責任者に対して必要な措置を行わせることができる。



◎

　　　　

過去帳文はこれに類ずる帳簿

　　　

，‐
の取扱いについて

　

過去帳文はこれに類する帳簿（以下「過去帳等」という）の取扱いについて、
差別法名◎過去帳調査の結果や過去帳等が身元調査に利用されてきたこと
に対する反省に立ち、同朋教団の本旨並びに人類普遍の原理である平等
原則に反しないように、その取扱基準が定められました。

　

過去帳等は寺院備付の公的帳簿であり、その取扱責任は、住職（代表役
員）にあります。過去帳等の記録は個人情報であり、身元調査に利用されな
いよう、取扱責任者には守秘義務を守り、過去帳等を厳重に管理する義務．
があります。

　

以下の原則を厳守ください。

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

１、過去帳等掴ま

ここでいう過去帳等とは、寺院備え付けの過去帳◎永代経記録簿◎墓地管
理簿◎門徒現在帳等、門徒の記録簿全般を言います。

黒閲覧禁止（公開の禁止）

　

過去帳等に記載されている内容は、その個人の基本．的人権に関わる個人
情報であり、公開は厳禁とします。

　

門徒からの問い合わせの場合、書面にてその目的・対象等の明示があったとき、その門徒の直接の
先祖に関する部分の抜き書き等に限定して開示できるものとします。

　

なお、どのような場合にも、「過去帳又はこれに類する帳簿の取扱基準」（以下「取扱基準」）の趣旨に
反すると思われる場合は、取扱責任者は、「取扱基準」により開示を拒否しなければなりません。

３、過去帳の記載事項の限定

過去帳に記載すべき事項は、下記に限定されています。
①法名 ② 俗名 ③死亡年月日④性別 ⑤年齢
⑥ 施主（喪主）との続柄

　

⑦ 施主（喪主）の現住所

それ以外のことを記載してはいけません。また、基本的人権を侵害する記載があった場合には、全
面的に書き換えなければなりません。

４、過去帳に類する帳簿の記載事項の限定

過去帳等には、人類普遍の原理である平等原則に基づき．門地、本籍地、
出生の別、国籍、死因等については、一切これを記載してはなりません。

〒護翻翻議繊麗諺灘麟麹滋跨が、ので

　

が、現在では
、ます。

均群雲詠まｇ離さ墓騒」騰馨そ竪琴誓様態寿げ
過去帳又はこれに類する帳簿の取扱い；ごつ

　

本紙作

　

の願いをおくみとりのうえ、今後とも御同朋の社会をめざす運動の推進に、一層ご尽
澱詠まｇ離さ墓過闘を繋そ竪琴謝霜榛き薄
衆議薄隊塁嘉翻濡甥総富後とも細ｉ

２０１４年２月

　

社会部〈人権問題担当〉
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．
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．
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ニ
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．
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Ｂ
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ｇ
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司
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士
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－

　　

．

Ｓ

・
Ｔ
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京
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個人情織大量売買事件の構図
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⑦

団体名

議碧 日女数 ・ｉｉを男ｌｊ

団体名

請求醤枚数 請求穫別

枚数 重複枚姿 戸籍等 住民票 枚教 重複牧 戸籍等
；
１住民票

大湯坂市‐ ２１７ ２１２． １４‐７ １１Ｉ 裟菊野石市 ８ ，

　

７ ５ ６

メ卵形‐ ２７ ２６ １９ １５ 戸夕六曹市 ５ ５ ３ ３

産物田所－ ５ ４ ３ ２ み霧幸市 ５ ５ ４

里豊中市 ２６ ２６． １９ １７ 憲宥市 ４ ２ ２ ３

池田市‐ ” ” ５ ９ 藤」井手市 Ｏ Ｏ ０ Ｏ

吹田市－ ９ ９ ・ ５ ５ 東”〆湖抗芳 ２９ ２７ ２３ Ｔ５

泉ス謁護所－ ４ ４ ２ ２ 泉南形－ 」’５ ４ ３ ２

憲溺塀紡‐ １７ ＩＳ ．ｉｌ １０ 四麓解坊 Ｏ Ｏ Ｏ ０

／鐸メ塚雇テ ２ ２ ２ 「 ｉ発霧房市 ２ ２ ．２

ヂロ万万 １０ １０ ８・ ４ 大阪榛尊〃市 ２ Ｔ ２ ０

秀更カー市 １７ １５ １１ ８ 鮪庸坊 ２ ２ ２ Ｔ

ｚ湾水諺テ ６ ２ ４ ２ 島本町 Ｏ Ｏ Ｏ ０

八尾市 ８ ７ ６ ４ 書鷲冴 ．Ｐ Ｏ ．Ｏ ０

ス舜燐潔ｇ男弄 ３ ３ ３ Ｉ 能勢町 ２ ２ ２ Ｏ

富田＃市 ３ ３ 一 ２ 窯鰯坊 Ｉ Ｉ ０ ｉ

癖屋≧“左方 ６ ６ ６ ６ 猶顔如け Ｉ Ｔ Ｏ Ｉ

扉姉ゾ長男夢市 ２ ２ Ｏ ２ 田尻町 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

鵜原÷市 ５ ５ ５ ３ 脇桝汐 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

大東市 ６ ６ ２ ・４ 太子町 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

和泉市 ３ ３ ２ 河祷‐町 Ｉ Ｉ 了 Ｏ

一貫
仲面÷市」 ７ ６ ２ ７ 干早赤膜た村 ６ ６ ４ ２

メ物原市 ５ ５ ５ ３ 誇話者こまｌｒ４７２．凄 ４４９二 ２５９・

日２４．５．ク５

沼原市

　　

５

　

１

　

５

　　

５

　

１

　

３

　

．
なさ合許さ≦言おラ愛まき４衝 撃 癖 戸主微か

　

▼

　

－

　　

‐‐；－・‐．

　　　　

！

　　　

．こもＪ，くれ≧，琴ぽいきざせき′・さ んてミニ憲一三二に三一
※１枚の請求書で、戸籍謄本、住民票の写し等を複数交付訴求できるため、請求枚敬と請求種別の合計は一致しない。



①

　

こ
の
老
人
に
話
Ｌ
か
け
て
得
た
唯

一
の
収
穫
は
、

橋
下
の
パ
ー
テ
ィ
ー
に
は
こ
の
種
の
輩
た
ち
が
参
集

Ｌ
た
の
が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
野
球
帽
を
か
ぶ
っ
た
関
西
弁

丸
出
Ｌ
の
お
っ
き
ん
は
、
こ
ん
な
話
か
ら
始
め
た
。

「橋
下
さ
ん
の
父
親
は
水
平
社
あ
が
り

（被
差
別
部

落
出
身
）
で
、
そ
れ
に
比
べ
て
母
親
の
方
は
純
粋
な

人
や
と
思
う
。
こ
れ
は
私
の
持
論
な
ん
や
け
ど
、
一

　　　　　　　　　　　

お
や

　

じ

般
的

子
ど
も
は
親
父
の
精
子
が
八
○
％
、
女
の
卵

　

ん

　

一・子

　

ど

　

の

　

、

　 　
　

　

で

　

橋

　

の

　　　

卵

　

－

　

子
が
二
０
％
の
割
合
で
結
合
す
る
わ
け
や
。
け
ど

　

橋
下
さ
ん
の
場
合
は
こ
れ
が
逆
で
、
母
親
の
卵
子

　

割
合
が
八
０
％
や
っ
た
と
思
う
ん
や
。
だ
か
ら
、

　

下
さ
ん
は
母
親
が
立
派
な
人
や
っ
た
な
と
思
う
ん

　

す
わ
。
お
母
さ
ん
は
女
手
一．つ
で
七
人
の
子
ど
‐

繭
派
に
育
て
て
い
る
わ
け
や
る
一

　　　　　

．

　

こ
れ
は
七
人
の
子
ど
も
を
産
ん
だ
徹
の
妻
と
．母
親

を
混
同
Ｌ
て
い
る
。
徹
の
母
親
は
窯
際
に
は
徹
と
四

一歳
年
下
の
妹
の
二
人
Ｌ
か
産
ん
で
．い
な
い
。

，

．…
‘；
；

　

た
。
尊
子
蕨
では
、
ー度数
わ
った
た
が
、
終戦
の玉
帝
政遜
藁
聞
い
て
党
費円
のよ
う
な
い
で
た
ち
で
、菜
滋
学
の
ほか
、
爾太
平
洋
地
域
への

　　　　

－
こ
と
は
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

　

驚
く
近
所
の
入
に
も
「あ
わ
て
な
い

　

図
を
餅
し
て
い
た
。

　　　　　

開
発
援
助
政
策
も
研
究
して
い
る
。

諾
婆
じ

「葺
」
の
あ
だ
名
が
あ
った
と
ぃ
で蹄
周
羅
著
さ
髄
鳶
ろ
」

　

川
鰯
房
遍

稽
に
）
考
で
鯛賓
肢胴姦
都
電
も
め
ね。

ら
れ
る
。
か

　

う
。．明
治
二
十
七
年
、
磯
山鰍
細
野
筋
と
た
し
な
め
、
比
樹
冷
断
だ
っ
た
と
あ
る瓶
暇
山
常
北
ノ
新
地
ー丁
鰹
、

　

腰
謬
さ
ん
の
弼
・川
鵜
行
彦
さ
ん

と
象
忍署

雛
毒
素
の
年
に
、川
嶋
故
の
嫡
い
う
。

　　　　　　　

蔓
等
各
滋
字
ふえ
の
巽
菱
応
は
墓
前
奥
宰
掌
談
袋
今

　　

、用
を

　

奪
ずに
。
雛
祭
寓
山
、
滋
賀
各
獅

　

戦
後
、
鱗
地
政
雄
で
農
地
を
没
収
き
ん
ま
で
代
々
が
限
っ
て
い
る
。

　

ー
ケ
テ
ィ
ン
”２）
。
川
嶋
鮫
は
、
圧

　　　　　　　　　　　　　　　　

さ
れ
、
一瞬
、
班

　

奨
Ｘ
・凧露
さ
倉
…、鯛
一三
尚

　

面
さ
ん努
薄
謝
器
－ぬき
営

棚耀
灘
灘
鞭
繊圏
園
隊
繋
灘
磯

瀬の墓
き
かゑ器
誕
髪
森
十
者

　　　　

．

灘
饗
鎚
雛
榊謝
棚掴
瀬
雛
綴
雛
懲

　

を
に鼻蕃
せ
二年、蝿
猿
協に。屡

鷲

　

－な
毒
素
ん
謬
‐馨
さ
一

　　　　　　　　　　　　　

転
・譲
帯

幾
・硲鷹
傘
簡
公
罰
興な
麦
悶産
鞭零
奮
の馨
謝
一

　　　

範の
霧
影
縦
て
鱒
羊
Ｗ髭
に
学
に
環
示
さ
蕊
差
廻
て
て暢
墾
と
を竪
『
ー頚
豊
＋
…
年
、
闘
会
夢
ル雲
）と峯
｝
｛文炉
客
こ
）
さ
…

９８９年｛平成元年）９月１２日

　

川
鵡
謎
・逐
昭
諾
婆
じ

「葺
」
の
あ
だ
名
が
あ
った
と
ぃ
で蹄
周
羅
著
さ
髄
鳶
ろ
」

　

川
鰯
房
遍

稽
に
）
考
で
鯛賓
肢胴姦
都
電
も
室
。

　　

て
、
和
歌
山
市
で
は
知
ら
れ
る
。
か

　

う
。．明
治
二
十
七
年
、
磯
京
細
野
筋
と
た
し
な
め
、
難
樹
冷
断
だ
っ
た
と
坐誓
（薪
～蛾
山
常
北
ノ
新
地
ー丁
鰹
、

　

霧
胤姿
為
の
弟
・川
好
け
‐

　

つ
げ姦
…、
時
角
の
ほ
と
象
忍署

雛
毒
素
の
年
に
、川
嶋
故
の
嫡
い
う
。

　　　　　　　

蔓
等
各
滋
字
ふえ
の
巽
菱
応
は
墓
前
奥
宰
掌
談
袋
今

日

継
投
大
貫
逸
破霧
泡
冬
用
を
一挙
に
。
致
礎
寓
山
、滋
貿瀞
鵬

　

勘捺
－、
擦
畿
燦
で
群
巻
勝
一
さ
ま
【代

が々
脚
っ
てい
る
。

　

ー
ケ
テ
ィ
ン
乞
。川
嶋
僚
は
・庄

躍

贋
定
回
，鰻
…中

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　

さ
れ
、
一瞬
、
班

　

奨
Ｘ
．凧毒
さ
ナ桜
、鯛
一三
湖

　

面
き
ん努
薄
謝
器
－ぬき
営

騒
ぎ
欄
臓
瞳
麟
驚
電
離
艶
謙踊
躍
詩
髪
毒
馨さ

日

た
。
地
名
に
も

　　　　　　　　　　　　　　　　　

た
が
、
穂
濃
市
幾
、露
院
会
議
【幕
内要
な
た
合
也
は
静
零
山露
Ｗの
枇寒
詣

２

「幽
さ
毅
る
。

　　

範袋
塗
縦
て豊
＋毘
に
学
に
琴
小さ
な馨
窄
て暦
生
と
を覆
ゑ題
羊
葦
・蟹

ま
（熱
劉

｛募
さ
）き

嬰
鵡
訣
艇
艶
蜘瓢
鱗
藍
竣
綴
酸
「蹴融
蛸
談
脚躍
謝
麟
態誌
継嗣
娩癖
蹴蟹
．

｝
・
月
、
狸
駅
……繋
苅
田加
瀬
水
町に
松
視
学
な
ど
も
務
め
た
。

　　　

（ず
き
ん
）
、
仙
（そ
で
Ｖ
な
し
に

　

ン
ド
ン
海
軍
親
爺
金
瞬
で
永
野
修整

　

ん
だ
。

　　　　　　　　

．

　

拝

　　　　　　　　　　

金
橋
の
随
興
も
務
め
た
。

　　　　

雅
助
さ
ん
鱈横
浜
工
紫器
鉱
“学
校

寮
都
大
教
授
）

　　

鯵
ナ
き^
こ
）
さ
ん
の
祖
母
・紀

（現
柳
浜
図
大
）
を
卒
繋
後
、
満
咲

　

子
（い
と
こ
）
さ
ん
穴
二）は
元
大
阪

　

に
入
り
、
旧
満
州
に
渡
った
。
敗
戦

　

市
最
・紘
上
四
郎
さ
ん
の
六
女
で
、
後
、
掛
准
（せ
き
つ
い
）
国
止
器
呉

　

池
上
蒙
は
旧
金
弾
班
士
。
四
則
き
ん

　

を
開
発
し
て
特
許
を
取
掛
。
－一五
月

　

の
父
武
例
（ぶ
す
け
）
さ
ん
は
、
白
岡
ま
で
媒
体
師
と
し
て
開
業
し
て
い

虎
隊
の
土
中
二
番
隊
で
、
題
燭
に
敗

　

た
。
雅
助
さ
ん
は
「紀
子
は
私
の
大

れ
た
あ
と
腎
鉄
で
亡
く
な
った
。
四

　

事
な
孫
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、

即
さ
ん
は
弱
震
職
名
の
時
は
十
凱

　

今
は
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
に
天に
帰
っ

で、
Ｂ
醇鎌
漏
内
から
挙
〈た
こ
て
行
って
し
ま
字
舎
養
鶏が宝
ぷ…

を
揚
げ
て城
外
の味
方
の
士
気
を渡
す
」
と
隅
し
て
い
る
。

　　　

・

擬
し
た
エ
ビ
ソ
１
ド
が
あ
る
と
い

　

斑
～ふえ
は
瓶
和
琴
丁短
大
卒
薬
一

う
。
大
阪
市
長
を
Ｐ
め
た
あ
と
、
鯛
徴
、
会
社
に
励
め
て
い
た
が
、
粟
大
軸

鮮
の
救
拡駕
撰
務
め
た
。
京
大
紐
火
学
院
生
の
鱈
彦
さ
ん
と
知
り
合
い
一

紙
学
部教
授
の
池
上
揮
さ
ん
は
、
紀

粘
嬉
し
た
。
服
彦
さ
ん
の
母
・研学
一

子
《
と
こ
）
ーた
の
兄
の
息
子
に

（い
と
こ
）
至
電器
渡
し
て
い
た
一

め
た
ろ
。

　　　　　　　　

の
と
、
紀
州
和
歌
山
か
ら
娘
を
鯵
ナ
ー

　

父
・川
嶋
辰
鳶
さ
ん
（
）は
東
大

（き
こ
）
と
名
付け
た
と
い
う
。

　

一

線
済
学
部
卒
、
米
国
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ

　

滴
字
さ
ん
の
弟
・舟
し^
ゆ
う
）
…

ア大
宅
襲
撃
岬±
。婁
院
理
富
山チ糧
初、憲
科義
一

大
則
激
蝶
を
凝
て
町
大
池
済
準
部
数

　

て
繍
響
料
一年
に
～什塚
中
。

　

・

△
小
轡
一貫
別
ｔ－
－
ー
ム
八
マ

　　　　　　　　　　

４
佐
腰
英
ｈ
節

　
　　　

　　　　　　　　

　
　
　
　

－

　　　　　　　　　　

糟
堕

．
－

　
　
　
　
　　

　

ふ
ふ

　

謹
まＪ
ミ

ｆ

前
駆
開
封
ヨ

　

ョ
キ

　　

　
　

　　　

　　
　
　

　

　
　　
　　

　

　
　

　
　　
　　
　
　

　

　　
　　
　　
　
　

　　

。嚢
を

　

．鱗
純
一一理
暖
簾
数
÷

　

｛射影

　　　　　　　　　　

　
　
　
　

　　

　

　

　

　　　

　
　
　

　　　　　　

　
　
　
　
　

　

　
　

　　　　　　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　　　　　　　　　　　　　

　　
　
　

Ａ
杉
本
喜
三
郎
ー
ー
Ａ
吉
大
胆
－
｝ー
ｉ
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離
俊
太
郎
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“

　

頁
求
人
の蔵
ｉ！た
－＼
よ
う

－－

　

隣
魔
禁
止

遵
さ

　

力） い

　　　　
い

　

、各 種蘇
一

　　　

′′′

　　　　　

′

　　

‘

　　　　　

．

　

‐

　　

」ミ
ミ
デ

　

．′
・
．
，

．

・
◆
ミ
ヨ
ミ

．

　

．
も
≧

い
る
と
し
て
閲
覧
禁
止
を

閲
覧
禁
止
を
周
知
し
た
が
、
こ
こ
数
年
、
寺
外
に
見
せ
た
事
例

」た
め
だ
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（本
山

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
。
広
島
県

・西
本
願
寺
、
京
都
市
）
は
２

　

の
同
派
の
寺
が
、
過
去
帳
に
類

月
、
過
去
帳
や
類
す
る
帳
簿
の

　

す
る
帳
簿
を
、
祖
父
の
手
が
か

が
、
過
去
帳
に
類

、
祖
父
の
手
が
か

い
た
出
演
者
に
見

厳重に保管されている過去
帳。 真宗大谷派では１９８８年
，以降・ 「閲覧禁止」 のシ悶
ルをはっている＝同派解放
運動推進本部提供

圏過去帳や類する帳簿が放送、掲載された主な事例
寺院 主な内容

２０１２年５月
ＮＨＫ

の
宗
派

県
真
寺
鵬枇棚崎
卿す徴裸勧加飯勃

１３年７月
京都新聞

の
の
府
宗
都
土
京
浄
寺

纂
琵
剣
ら
い

の
葬
高

未
が
が

幕
助
性

に
弥
能

寺
寺
可
明

の
生
た
判

こ
仏
い
が

１３年７月
中日新聞

の
の
県
宗
知
土
愛
浄
寺

粧求
横
繊鰍繍旗掴

日
き
録

元
一記

１３年８月
西日本新聞

の
の
県
宗
岡
土
福
浄
寺

衛
と
の

兵
説
性

官
通
能

田
が
可
明

黒
方
た
判

の
み
い
が

将
読
て
と

武
の
っ
こ

国
妻
な
る

戦
の
異
あ

１３年９月
京都新聞

の
光
寺

県
仏
の

賀
宗
派

滋
真
寺

寺
水
の
る
録

こ
な
話

、重
た

期
び
れ

中
た
わ

代
が
舞
零
硯
江
の
害

１３年９月
京都新聞

の
盛
県
真
寺

賀
台
の

滋
天
宗

首
調
貫
を
代
ち
歴
立
に
い
と
生
も
や
を
績
録
功
た

記
の
べ

「寺
に
行
け
ば
簡
単
に
過
去
帳

　

し
か

を
閲
覧
で
き
る
と
誤
解
さ
れ
か

も
昨
年

ね
な
い
」
と
指
摘
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は

再
放
送
を
取
り
や
め
た
。

か
つ
て
被
差
別
部
落
の
人
の

　　

鴇

戒
名
に
「麟
」
「隷
」
「畜
」

せ
る
場
面
が
流
れ
た
。

　　　

た
、

放
送
後
、
同
派
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に

　

た
。

烏
板
冥
勺
わ
公
立
卜
ね
戸

た
た
め
だ
。

扱
い
に
関
す
る
規
則
を
改
訂
。

　

　

　　　

　

　　　　　　　
檀信徒の戒名（法名） からとされる。金庫に
や俗名・死亡年月日・年

　

鍵をかけて保管してい
齢などを記した帳簿。

　

る寺が多く、本尊とと
多くの寺で記録や回向

　

もに重要視される。

住
職
に
は
、
守
秘
義
務
や
過
去

帳
を
厳
重
に
管
理
す
る
義
務
が

あ
る
と
明
記
し
、．身
元
調
査
を

断
る
シ
ー
ル
を
約
１
万
の
末
寺

に
配
っ
た
。
門
徒
に
も
閲
覧
禁

止
を
知
ら
せ
る
。

き
っ
か
け
は
、
２
０
１
２
年

５
月
に
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

を
所
属
寺

浄
土
宗
（総
本
山
・
知
恩

院
、
京
都
市
、
約
７
千
寺
）
や

真
宗
大
谷
派
（本
山
８東
本
願

寺
、
京
都
市
、
約
９
千
寺
）
な

ど
も
改
め
て
閲
覧
禁
止
を
周
知

し
た
が
、
一方
で
過
去
帳
に
は

人
ロ
動
態
な
ど
近
世
の
歴
史
解

明
に
役
立
つ
史
料
と
い
う
側
面

も
あ
る
。
身
元
を
確
認
で
き
る

研
究
者
が
閲
覧
を
求
め
た
湯

合
、
宗
派
の
担
当
職
員
の
立
ち

会
い
の
下
で
見
せ
る
こ
と
を
認

め
る
宗
派
も
あ
る
。

一

　

日
熱
中
汰
十
＼
丁
ｕ
ー
ーこ
く
ト
ｒ
デ
ー袴
日
も
り
ふこ
；
ー

か

わ
れ
、

？
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
」

な
ど
と
指
摘
。
地
方
紙
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
記
事
を
削
除
し
－

た
り
、
記
者
研
修
を
開
い
た
り
…

し
た
。

１も

桃
山
学
院
大
の
寺
木
伸
明
◎

特
任
教
授
（近
世
部
落
史
）

は
「８０
年
代
は
僧
侶
の
意
識

も
高
か
っ
た
が
、
３０
年
余
り
が
‐

た
ち
、
人
権
や
部
落
差
別
へ
の

認
識
が
薄
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
家
系
図
作
り
な
ど
ル
ー

ツ
探
し
が
人
気
で
、
過
去
帳
を

見
た
い
と
寺
に
求
め
る
人
が
増

え
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
」
と
指
摘
す

る
。

　　　　　　

（岡
田
匠
）



が
問
題
は
差
別
と
言
明

本願
寺
派
濡建
搬翁
キと
れ／挙式が）ふと
れ／ノ、藍－－ムメー

、

　　　

．

　　　　　　　　　　

ｏ

　

．

　　　　　　

‐

　　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
番
組
鍾
錆

　

に
立
っ
て
、
部
落
問
題
の
解
決

　

瓶
の
家
族
に
乾
杯
」
（５
月
７

　

に
向
か
う
こ
と
こ
そ
が
真
の
同

　

日
放
送
）
で
、
あ
る
俳
優
の
ル

　

朋
教
団
。
こ
の
姿
を
と
り
も
ど

　

ー
ツ
探
し
を
、
浄
土
真
宗
本
願

　

す
と
り
く
み
１
学
び
を
深
め
、

　

寺
派
の
寺
院
を
訪
ね
、
「過
去

　

意
識
を
変
革
し
、
運
動
を
に
な

　

帳
」
を
手
が
か
り
に
し
よ
う
と

う
人
材
の
育
成
ー
に
と
り
く

　

し
、閲
覧
を
求
め
、寺
院
が
「こ

　

む
、
こ
と
を
言
明
し
た
。
具
体

れ
が
過
去
帳
Ｌ
と
い
っ
て
明
治

　

年
間
の
「門
徒
明
細
簿
じや
「門

徒
戸
謙
著
せ開
示
す
筆
小ぅ

真
剣
に
向
き
合
う
数

す
が
放
送
さ
れ
た

５
８
２

　

国
に
な
っ
て
ほ
し
い

　　

こ
の
問
題
で
、
ｕ
月
１９
日
午

協
議
会
で
は
、
松
冊

後
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
闇

　

が
今
回
の
問
題
を
部
落

法
会
館
で
「西
本
願
寺
に
お
け

　

し
て
捉
え
、
差
別
と
寛

る
『過
去
帳
』
開
示
問
題
Ｌ
の

　

き
合
う
教
団
に
な
っ

第
２
回
協
議
一会
を
お
こ
な
っ

　

い
、
そ
の
と
き
に
差
別

た
。
協
議
会
で
は
、
第
１
回
協

く
力
が
あ
る
か
ど
う
か

議
会
で
の
話
し
合
い
を
も
と
に

　

れ
て
い
る
、
と
問
題
を

　　　　　　　　　　　　

た
ｏ　　
　　　　　　　　　　　　

差
別
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も

な
い
」
（後
藤
需
邦
も総
務
）

．こ
と
を
確
認
砂
な
が
ら
、′橋
正

ー信
，ゑ総
長
が
謡
門
信
徒
に
不
信

感
を
増
大
さ
せ
～
同
時
に
身
元

調
査
に
よ
る
差
別
の
恐
怖
と
悲

し
み
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
こ
と

う
ーと
し
、
▽
僧
侶
の
日
常
的

は
、
誠
に
申
し
わ
け
な
く
思

　　

議
一癖総

　　　　　　　　　

醸

澱

　　　　　　　　

　

　

　　　　　　　　

駿

贈

　　　　　　　　　

　
　

な
宗
教
的
な
営
み
が
身
元
調
査

と
い
う
現
実
的
課
題
に
相
応
し

て
い
な
か
っ
た
一二
ホ祖
の
救
え

　　　
　

　

　　　　　　　

　　

　

　

　　

　

　　　　　　

　

　　　　

．

　

　
　
　
　　
　
　

　
　　　
　

‐ミ

こ
と
浄
土平書き
－
－で
謎
純

　

　
　
　　

「
ー：
－′ノ

　　　　　　　　　　　

中
央
本
部
な
三
鼓
続
き
霊

的
く

む

≧

　　　

．Ｅばか
ま

虞
萎
誌言
等
が

　　　　　　　　　　

覆
お
る
こ
と
－墓

詣

ミ
ニ
漂
蕩

　　　　　　　　　　　

－－＝－＝＃
は
、
維酔
お
』罰
暮
上
のむ
、

的
に
は
、
①
各
教
区
三
憂
鯛所

　

差
別
の
助
長
＊
一大
を
跨
ぐ
こ

内
で
課
題
に
つ
い
〆ふ
鴇
夏
至
体
と
の
重
大
性
を
ふま
え
、
薗
度

だ
し
ぢ
く
む
｛伊け本
山
、
藁
孜

　

見
解
の
提
出
を
帯へ熱
て
き
後
櫨

区
で
差
別
の
現
豪だ
学
ぶ
た
め
－

　

鯖き
れ
る
大
山
影
新
た
に
執
行

に
、
定
期
的
に
主
夫
本
部
瀞詩

　

獣警
も
推
進
体
制
が
緯
暑
熱
る

落
解
放
同
盟
各
部
府
県
鷲
と
寝

よ
う
、
樵
祷
を
弓
守
っ
ｒ
三
三
一

携
を
と
る
③
教
学
上
の
課
題
に

た
い
、
と
ま
と
め
童
こ

・け
た
。辛
いた
て
こ
、れ
ま
【
；
－

　

宗
二
示
教
学
の
ス
ベ
シ
キ
リ
二
人

り
く
み
が
形
骸
化
し
、
差
別
の
ソ

　

ホ
ニ掠
か
の
長
高
位
の
著
し
さ

現
実
か
ら
学
ぶ
と
い
う
宗
が
精

　

”ー
９
３
ｎ
産
１代
の
後
半
一癖
艶
渚

薄
に
な
っ
た
の
で
な
い
寺
、
ーば

　

｛隻
蹴夏
従
を
放
逐
し
た
事
実
↓砕悩
旧

ど
の
課
題
凝な
副跨
者
か
えナ滋
一宿
凋

　

塙
。
今
回
の
露
呈
槍
に
も
開示

さ
れ
た
。
広
島
県
達
か
ら
は
、
問
題
で
の
集
約
を
受
け
ム′＼
宗

「過
去
帳
」
の
たに
化
浄汽この
よ

　

派
と
じ
て
の
姿
勢
を
翼
は
一弱
惑

う
に
考
え
る
の
か
、
教
学
上
の

と
り
く
み
に
結
『二
三
二
Ｌ
い
く

問
題
と
し
て
総
括
す
べ
き
、
な

　

方
向
で
、
各
敦
欝録
バネ幻二俵墨
隊
｛

と
と
と
も
に
、
間
廻
り
寺
衆
力

　

鐘
窓兎
ン
【
文
奥
三
愛
罰
‘
‘＼へ

過
去
の
僧
侶
へ勧
学
寮
窯
＝
豊

　

三
／」と
に
な
っ
た
へ

差別と真剣に向き合う教団になどと問題を投げかける松岡書記長

　

崇
２
回
協
議
会
誼
書
字
こ
ん

の
は
、
部
落
解
請
富
麗
か
鼠峯

田
副
委
員
長
、
松
岡
書
記
長
、

西
島
財
務
委
員
長
、
安
田
、
池

田
、
村
井
、
高
港
お
客
面
談
、

広
島
県
連
の
小
養
護
却
ｏ
闘

問
、
畠
中
豊
彦
、
翼
窯
漆贋扉
リー

各
執
行
副
委
員
再
三
雲
主
審

書
記
長
な
龍
人
。
本
願
寺

派
か
ら
は
、
橋
正
信
参
総
長
、

後
藤
詩
邦
ふ総
務
、
｛一白
髪
隆

総
合
企
画
室
長
、
安
部
士増添証

“安
芸
教
区
過
去
鰻
又
は
ご
れ

に
癒
す
◎
帳
簿
の
藷滋
養
導
き
夕～

馨
は気
萎
員
公
器雲
量

（安
曇

教
区
談
務
所
長
一三
べモ

＼ゞ
‘



２０協年６．月郷豊総Ｔ
浄土１まき宗一ｔ：順守派

総長

　

橘

　

正信頼長

　　　　

鑑識 議
．

部落解放同盟中央轟
き鰻雫装

執行委員畏 組坂繁 －
も
ぐ穿き

　　　　　　　

　　　　　　
　
　 　

嚇細乾杯バリ“ 醐 騨お闘 一柳慶三寒…ぎ
ス梅の候、 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　

早速ですが、ＮＨＫが５月ゲ矧ご放送した「鶴瓶の家族に乾杯」の中で、広島県内の

棒．土真宗本願寺派寺院が「過去帳」を示し、それが大きく映し出されるシーンがありま

Ｌた，番組は俳優ｇ谷原章介さんが自身のルーツを探るというストーリーで、谷原さん

も「過去帳を手掛かりに」という主旨を述べ、それに応える形で当該寺院の坊守が「過

去帳です」と述べたものです。「過去帳」は閲覧禁止措置になっているため、 実際に見

せたのは明治３０年に鯛蟻された「門徒明細樽１にれに差別記載がある可能性もありま

ず）といわれるもののようですが、視聴者は、番組の内容からして「過去帳」と受け止

めています。

　

ご承知のように、１９８０年代、寺院の「過去－腕 につきましては、被差別部落民に対
して「章田新平民１譲祈民」などと寵した「差別添え書き」、さらには「死因」「出生の
秘密」「鰻族」に関するものや「士族」「平民」など「族篇」に関する「差別につながる

添え書き」が海されていたことが明らかになり、教団の在り方が根底から問われたこと
はご承知のとおりです，

　

しかし、この度の出来事は、「過去帳」問題で問われたことが教団全体のものになり
えていないことを鱒見きせました。言うまでもな．〈

「過去帳」 は身元調査に利用されて

きた歴史もあります。昨今の身元調査を目的にした戸籍謄本等の不正取得が組織的に行
わ緒ている現実などを考えると、寺院に行けば「過去帳」が閲覧でき、情報を得ること
が出来，ると視聴者に思わせた責任は大きく 今回の放送が与えた影響は少なくありませ
ん。

　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

，

　

教団を挙げて取り組まれた「過去帳」問題は何であったのか、差別と向き合う教団と
はいかなるものなのかが問われていると思います

　

つきましては、この問題に関して教団としての見解をお示しいただくとともに、私ど
もと，の協議の場を設定していただきますようお願い申し上げます。

　

なお、 この件に関するご連絡は 部落解放同盟中央本部事務局、大西 （皿ｏ３‐６２８０
捌ａｇｅ〔｝） にお願いＬます。
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難
問
題
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別
と
言
瞬

蹴
照
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と
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学
び
、と
り
く
む
と
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箱
の
厭
旗
に
乾
杯
』
（５
月
７

日
放
濫
〕
℃
、
あ
る
倣
傷
め
ル

ー
ツ
締
し
役
、
簿
記
鱈
宗
本
顧

等
派
の
寺
院
を
防
ね
、
「楓
訳

蛭
』
を
手
が
か
り
に
し
よ
う
煮

し
、閲
衡
を
求
め
、
等
院
が
震
」

れ
が
－趣
表
幅
』
と
い
う
て
明
治

　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　

総
戸
数
鞠
」
を
開
示
す
る
よ
り

ず
が
放
送
さ
れ
た
す
ねｂ
８
２

　
　
　
　　

　

．こ
の
間
園
で
、
１１
月
槌
け
午

破
、
浄
土
風
衆
本
願
寺
派
の
閣

法
会
館
で
「西
域
駅
寺
に
お
け

る
「過
去
幅
』
開
示
問
題
」
の

網
２
回
協
厩
食
を
お
こ
な
っ

た
。
脇
楓
会
で
は
、
卵
十
一回
鱗

開
会
で
の
謄
し
十倣
い
を
も
と
に

作
成
し
直
し
た
、
旅
派
と
し
て

の
風
解
が
示
さ
れ
た
あ
と
、
そ

れ
を
も
と
に
肘
鮒
竜
お
こ
な
っ

た
。

　

観
被
に
、
今
回
の
「織
表
級
Ｌ

開
示
間
朗
は
、
「ま
つ
だ
く
の

煙
別
＼
そ
れ
跳
鉢
の
何
勃
で
も

な
い
」
（横
撫
聴
鄭
・
賊
務
）

こ
と
を
砲
醸
し
な
が
釣
、
塙
一正

値
・総
畏
が
『判
傭
縫
に
不
償

感
電
増
大
さ
せ
、
岡
蹄
に
廻
冗

獅
巌
に
よ
る
笈
別
の
撤
都
と
殻

し
み
を
思
い
遮
こ
さ
せ
た
こ
と

ば
、
瞬
に
申
し
わ
け
な
く
思

う
」
と
し
、
Ｏ
個
佃
の
日
端
的

な
宗
教
的
な
営
み
が
野
元
鯛
薄

と
い
う
現
奥
的
騨
姻
に
相
応
し

て
い
な
か
っ
た
▽
象
唄
の
救
え

園
剣
に
向
き
合
う
轍

団
に
な
っ
て
ほ
し
い

筋
厩
舎
で
は
、
松
岡
鶴
岡
景

が
今
回
の
間
鰯
を
部
璃
離
別
な

し
て
捉
え
、
鯉
別
に
園
剣
に
向

き
合
う
政
団
に
な
っ
て
ほ
し

い
、
そ
の
に
だ
に
煙
別
を
兜
脱

く
力
が
夢
ゐ
か
ど
つ
か
が
問
わ

れ
て
い
る
、
と
問
題
を
…脱
げ
か

に
立
つ
て
、
鄭
縦
間
圏
の
解
決

に
向
か
う
こ
と
こ
そ
が
国
の
間

服
戦
前
。
こ
の
群
を
と
り
も
と

す
と
り
く
み
ー
学
び
を
孫
め
、

露
繊
奪
深
軍
し
、
凋
励
を
幅
な

り
人
材
の
餅
肌
ー
に
と
り
く

む
、
こ
と
を
露
萌
し
た
。
具
体

的
に
は
、
①
各
繁
区
へ
宗
務
所

内
で
陸
胆
に
つ
い
て
研
修
会
な

ど
に
と
り
く
む
ゆ
本
山
、
各
懲

区
で
趣
例
の
塊
梶
幅
塚
ぶ
た
め

に
＼
定
期
的
に
中
梁
本
部
や
都

溶
解
寂
同
鰹
携
郡
樋
興
趣
と
滋

耀
を
と
る
⑨
数
掌
上
の
瞬
腿
に

つ
い
て
巽
喉
に
学
び
と
り
く

む
、
こ
と
を
宗
派
と
し
て
湖
約

し
た
０
中
央
本
部
か
ら
は
松
岡
罰
肥

舞
が
、
本
山
の
凝
鍵
で
末
寺
が

変
わ
る
じ
と
奄
麹
廓
。
今
回
の

騨
件
は
、
榔
腐
蝕
別
で
あ
り
、

燐
別
の
肋
焼
・飴
穴
を
防
ぐ
こ

と
の
鰍
大
続
を
ふ
ま
え
、
隅
曙

兇
解
の
拠
出
を
求
め
＼
今
後
欄

鞠
さ
れ
る
氷
山
の
断
た
な
執
行

邸
で
も
摘
旗
体
制
が
組
ま
れ
る

よ
う
、
推
移
を
見
守
っ
て
い
き

た
い
、
と
ま
と
め
た
り
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け
た
。
ま
た
、
ひ
れ
ま
で
の
と

り
く
み
が
形
駅
化
し
、
鰹
別
の

網
興
か
ら
学
ぶ
と
い
う
点
が
帰

圃
に
な
っ
た
の
で
な
い
か
、
な

ど
の
腰
期
が
出
席
密
か
ら
摘
緬

さ
れ
た
。
広
島
県
漉
か
ら
は
、

「雄
表
蝦
』
の
都
往
復
ゼホ
ルよ

う
に
考
え
る
の
か
、
数
掌
上
の

閲
園
と
し
て
鰍
糠
す
べ
き
、
な

と
と
と
も
に
、
間
願
の
辱
院
の

総
表
の
鰯
侶
（勧
学
駅
駅
＝
飼

浮別と園鯛ｆｂ向性食う鮫団に慰どと鰯風

票
・
宗
数
学
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ヌ

ト
の
な
か
の
織
高
位
の
春
）
が

１
９
３
０
年
代
の
破
牢
に
部
越

の
門
徒
を
故
超
し
た
募
興
を
准

細
。
今
回
の
「過
渡
幅
」
開
示

闇
期
で
の
索
的
筏
受
け
て
、，宗

派
と
し
て
の
群
舞
を
風
体
的
な

と
り
く
み
に
聴
び
つ
け
て
い
く

万
間
で
、
各
教
区
で
の
協
議
で

聴
擁
し
て
庚
賊
・腕
厳
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
。

第
２
回
協
議
会
に
出
席
し
た

の
は
、
帥
紹
騨
放
同
盟
か
ら
岸

田
副
鴎
風
舞
、
松
岡
鵬
記
媛
、

西
品
財
務
醤
腕
舞
、
安
田
、
池

団
、・村
井
、
酵
欄
の
衝
中
軌
、

属
鹿
県
麓
の
小
嫌
綱
邦
・肌

間
、．縄
中
鹸軍
隊
十
岡
田
襲
治
の

各
執
行
一則
疑
震
最
、
故
平
衡
轡

・欝
記
授
な
ど
風
八
。
本
願
寺

派
か
ら
は
、
慨
正
橘
・賦
長
、

被
膜
舞
邦
▲総
務
、
中
鰹
史
躯

・統
合
企
園
頚
疑
、
安
部
搬
ｍ

・質
顎
製
柊
過
去
鰹
又
は
こ
れ

に
期
す
る
鰻
廓
の
開
示
脇
期
に

関
する
繋
風
会
戦
風
根
（獣
蔓

敗
区
教
務
所
授
）
な
と
１７
人
。

戦争上の級馳について・勤副蹴に学びとぬく鴎と凧京としての次放電侮る懸正鰹・鋤鼠
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中央のとりくみ
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